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東京法律事務所　弁護士

今泉　義竜

働弁護団事務局次長の今泉です。本日は、共謀罪の何が問題か。基本

的なところも含めてお話しします。ここにお集まりの皆さんは政府の

言う一般人ではなさそうですね。非常に意識の高い皆さまが集まっていただ

いていると思います。しかし今必要なのは全然関心のない一般の方にどう広

くこれを伝えていくかということです。特に若い世代で、30代の7割ぐらい

がよく知らないという世論調査もありました。よく知らないのに賛成という

方も多いのです。皆さんの方で伝えていく上での材料・ネタとして、私の整

理を聞いていただければと思います。

労

 はじめに

全国大学高専教職員組合 顧問弁護団

共謀罪の何が問題か？

守ろう平和憲法、許すな9条改悪
「憲法労組連　第2回『憲法改悪反対養成署名』提出集会」（2017年5月30日）ご講演より

2002年東京大学法学部卒業、2008年弁護士登録。現在、日本
労働弁護団事務局次長。主な取り扱い事件は、賃金・残業代未払い、
パワーハラスメント、不当労働行為等の労働事件（労働者側のみ）等。
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謀罪は「テロ等準備罪」といわれています。共謀罪は以前にも3回出

されていますが、今回テロ等準備罪という呼び方で政府は出してきて

います。

　実は共謀罪やテロ等準備罪という法律自体はなくて、「組織的な犯罪の処

罰及び犯罪収益の規制等に関する法律（組織的犯罪処罰法）」というものが

以前からあります。この改正案ということで出されてきているのが共謀罪と

呼ばれているものです。条文自体は実は1個増やすだけです。この組織的犯

罪処罰法の中に条文を1個増やすと。それだけの改正なのですが、これが実

は近代刑法の大原則を転換する、180度変えてしまうほどの大きな改正に

なっています。問題となっている条文はこの第6条の2、第1項です。実は

2項もあってこれも問題なのですが、一応今大きな問題になっているのはこ

の1項です。あまり条文自体を当たることはないと思いますし、一般の方々

にこの条文を言ってもよく分からないと思うのですが、皆さんにはぜひこの

条文を1回は読んでおいてほしいと思います。（資料1）

共

 １. そもそも、「共謀罪（テロ等準備罪）」とは？

 【資料1】 第六条の二と別表第四（第六条の二関係）

※1
第六条の二　次の各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その
他の組織的犯罪集団（団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の
目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう。次項にお
いて同じ。）の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により
行われるものの遂行を二人以上で計画した者は、その計画をした者のい
ずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見そ
の他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、当
該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、
その刑を減軽し、又は免除する。

資料1（1/3）
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　　一　別表第四に掲げる罪のうち、死刑又は無期若しくは長期十年を
　　　　超える懲役若しくは禁錮の刑が定められているもの　五年以下
　　　　の懲役又は禁錮

　　二　別表第四に掲げる罪のうち、長期四年以上十年以下の懲役又は
　　　　禁錮の刑が定められているもの　二年以下の懲役又は禁錮

※2
　別表第四（第六条の二関係）

　　一　別表第三に掲げる罪（次に掲げる罪を除く。）
　　　イ　第十一条（犯罪収益等収受）の罪
　　　ロ　刑法第七十七条第一項（内乱）の罪（同項第三号に係る部分
　　　　　を除く。）並びに同法第八十一条（外患誘致）、第八十二条　
　　　　　（外患援助）及び第百九十八条（贈賄）の罪
　　　ハ　爆発物取締罰則第一条（爆発物の使用）の罪
　　　ニ　児童福祉法第六十条第二項（児童の引渡し及び支配）の罪　
　　　　　（同法第三十四条第一項第七号又は第九号の違反行為に係る
　　　　　ものに限る。）
　　　ホ　出入国管理及び難民認定法第七十条第一項第一号（不法入国）、
　　　　　第二号（不法上陸）及び第五号（不法残留）並びに第二項　
　　　　　（不法在留）の罪（正犯により犯されたものを除く。）、同法
　　　　　第七十四条の二第一項（集団密航者の輸送）の罪、同法第七
　　　　　十四条の六（不法入国等援助）の罪（同法第七十条第一項第
　　　　　一号又は第二号に規定する行為に係るものに限る。）並びに同
　　　　　法第七十四条の六の二第一項第一号（難民旅行証明書等の不
　　　　　正受交付）及び第二号（偽造外国旅券等の所持等）並びに第
　　　　　七十四条の八第一項（不法入国者等の蔵匿等）の罪
　　　ヘ　麻薬特例法第七条（薬物犯罪収益等収受）の罪

資料1（2/3）
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　　二　第七条（組織的な犯罪に係る犯人蔵匿等）の罪（同条第一項第
　　　　一号から第三号までに掲げる者に係るものに限る。）又は第七条
　　　　の二第二項（証人等買収）の罪

　　三イ　刑法第九十八条（加重逃走）、第九十九条（被拘禁者奪取）　
　　　　　又は第百条第二項（逃走援助）の罪

　　　ロ　刑法第百六十九条（偽証）の罪

　　四　爆発物取締罰則第九条（爆発物の使用、製造等の犯人の蔵匿等）
　　　　の罪

　　五　日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第
　　　　六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の
　　　　地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法第四条第一項（偽証）
　　　　の罪

　　六　国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律（平成十九年法律
　　　　第三十七号）第五十六条（組織的な犯罪に係る証拠隠滅等）又
　　　　は第五十七条第一項（偽証）の罪

資料1（3/3）

　この1号に5年以下の懲役または禁錮、2号に2年以下の懲役または禁錮

という2つの類型を置いています。

　条文自体はこれだけです。非常に短いといえば短いものですが、別表がく

せものです。「共謀罪」の対象となる277の罪が法律の最後に添付されていま

す（表1）。
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 【表1】 「共謀罪（テロ等準備罪）」の対象になる277罪

表1（1/6）
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表1（2/6）
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表1（3/6）
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表1（4/6）
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表1（5/6）
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表1（6/6）
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　これがいろいろ見ていくと、もちろんハイジャックやサリンや覚醒剤など

確かにテロに関係がありそうなものもあるという感じはしますが、組織犯罪

処罰法の中の組織的な逮捕監禁や組織的な強要、組織的な威力業務妨害、こ

の辺りが労働組合にいろいろ関係してくるものです。

　あと、所得税法や法人税法、著作権法、消費税法。皆さんも納めている税

金に関するものや、著作権でいえば雑誌の一部をコピーして組合の資料にし

てしまっていることもあるとは思いますが、そういうものも著作権法に関わ

ります。このように、日常に関わるものも入ってきています。かなり広範な

犯罪類型が入っていて、その中に労働組合にも関わる、また一般人にも当然

関わってくるものがあるということをこれからご説明したいと思います。

　277罪と当初いわれていたのは、316という数え方もあるようで、実際幾つ

なのかということが衆議院で問題になりました。数え方に一定のルールはな

い、というのが金田法務大臣（いいかげんな大臣として有名ですけれども）

の答弁になっていて、幾つあるのすら、実は、明確ではありません。

の共謀罪、テロ等準備罪は何が問題かということで、3つにまとめて全

て言い尽くせると思っていますので、この3つで整理してほしいと思い

ます。

（1）「組織的犯罪集団」を対象としているから一般市民は対象とならない？
　「組織的犯罪集団を対象としているから一般市民は対象となりません。」政

府はしきりにそういう言い方をしています。これが1つ目のウソです。

　政府答弁その1。これは2017年2月16日の衆院予算委員会で見解が出さ

れたもので、安倍首相も答弁していることですが、「犯罪を実行する団体に一

変したと認められる場合には組織的犯罪集団に当たり得る」と明確に言って

います。この「一変したと認められる」というのですが、誰が認めるのかと

こ

 2. 政府の3つのウソ
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いえばそれは現場の捜査員なのです。現場の捜査機関が、この労働組合は労

働者の権利のためにやっていたかもしれないけれども、このたび犯罪を実行

する団体に一変したと認められると判断すれば、それはもう組織的犯罪集団

として捜査の対象になる、監視の対象になるということです。それをチェッ

クする手段はありません。

　政府答弁その2。「そもそも『テロリズム集団』は組織的犯罪集団の例示で

あり、文言のある場合とない場合で犯罪の成立範囲が異なることはない。」こ

れが2017年4月14日の金田法務大臣の答弁です。テロ等準備罪という名称

を付けたことからもテロを防止するための法律なのだと言っていたはずが、

「テロリズム集団」というのは法律上何の意味もない文言だということを法務

大臣自身が認めているのです。テロと関係ない団体であっても組織的犯罪集

団に当たり得るということは政府自身が認めていることです。

　政府答弁その3。「一般の方が対象にならないということはない。」これは

民進党の議員の追及で2017年4月21日に副法務大臣が答弁したことです。

これはもう本音が出たというところです。

　先ほど福島みずほ議員からご指摘がありましたけれども、昨日も参議院の

本会議で金田法務大臣が「人権・環境団体も対象になる」ということを認め

たと今日の毎日新聞のニュースに出ています。金田さんはこう言っています。

「対外的には環境保護や人権保護を 標榜 していても、それが隠れみので、結び
ひょうぼう

付きの基本的な目的が重大な犯罪を実行することにある団体と認められる場

合は処罰され得る。」

　また、さらに重大なのはこう言っています。「組織的犯罪集団だと確実に

認められなくても、その嫌疑が客観的にある場合、捜査を開始できる。」組

織的犯罪集団かどうかまだ分からないような段階でも、労働組合を含めてい

ろいろな人権団体がありますけども、そういうところの捜査を開始できる、

監視を開始できるということを認めました。

　結論として、結局共同の目的が犯罪実行にあると捜査機関が認定しさえす

れば、あらゆる団体が組織的犯罪集団と見なされてしまうということになっ

ています。
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　しかも、これはあまり知られていないのですが、実は、団体に所属してい

ない者も摘発の対象になるのです。これはまた先ほどの条文を見ていただけ

れば分かるのですが、

　「団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの

の遂行を2人以上で計画した者」ということで、これは「2人以上で計画し

た者」が犯罪の主体なのです。団体に所属しているかどうかは関係ありませ

ん。ですので、何の団体にも所属しない一般市民も含めて十分に対象となり

得るということが法律上は明らかです。これをならないと言っているのは1

つ目のウソです。

（2）「準備行為」の要件があるから、話し合っただけでは犯罪にならない？
　これまでの共謀罪と違う点として、「準備行為」の要件があると政府が言っ

ています。話し合っただけで罪になるというのがこれまでの共謀罪だったか

もしれないけれども、今回は「準備行為」を要件にしているから話し合った

だけでは犯罪にならないということを言っています。これが2つ目のウソで

す。

虚 曖昧な「準備行為」の概念：日常的な行為が該当

　準備行為といっても必ずしもその行為自体が危険性のある行為とは限られ

ないのです。日常的な行為が該当します。条文を先ほど確認いただきました

けれども、「資金または物品の手配、関係場所の下見、その他の計画をした犯

罪を実行するための準備行為」ということで、「その他」ということで何で

も入ってしまうわけです。

　例えば、ATMでのお金の引き出しというのは資金の手配ですよね。ホー

ムセンターでいろいろ金づちや包丁なども売っているとは思うのですが、そ

こでショッピングをするというのも物品の手配に当たり得ます。また、下見

というのも、散歩は外形的には下見には当たり得るわけですが、そういう外

形上何の危険性もない日常的な行為が準備行為になり得るということです。

準備行為かどうかというのは外見では判断ができません。殺人予備罪という
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のは実は既にありまして、殺人のために凶器を準備するという危険な行為自

体が罰せられるということはこれまでもあるのですが、この共謀罪での準備

行為はそういう危険性が必ずしも分からないものも含めて準備行為とされて

しまいます。

　外形では判断不能ということで、金田法務大臣が2017年4月28日の答弁

で漫才みたいなやりとりをしています。「例えば、花見であればビールや弁

当を持っているのに対して、下見であれば地図や双眼鏡、メモ帳などを持っ

ているというような外形的な事情があり得るわけです」と言っています。皆

さん地図とか双眼鏡、メモ帳は持ち歩かないように注意して下さい、という

ことになるわけですが、こういう冗談のようなことを平気で国会の場で言う。

双眼鏡やメモ帳を持っているような人については、準備行為ではないかと捜

査機関が疑っても構わないのだと言っているのです。

　ここでの国会の議論では、これを追求していた藤野保史議員が、「バード

ウォッチングをする人もいるのではないか」と言うと法務大臣は笑っていた

らしいのですが、笑い事ではないと藤野議員がたしなめたそうです。こうい

うお粗末な衆議院の議論でした。

許「準備行為」を行っていない者も「計画」だけで罰せられる

　問題は、仮に準備行為はある程度特定できたとしても、実は準備行為を

行っていない者も罰せられてしまうというのがこの共謀罪です。そういう意

味では、「話し合いだけ」で処罰されるというのは間違いではないのです。

30人の会議を行ったとします。そのうちの1人が何か物を買いに行ったとい

うだけで、残りの29人も共謀罪として処罰されてしまいます。誰かが準備

行為に及べば犯罪になってしまうということで、自分は何も準備行為をして

いないと言ったとしてもそれは通用しません。よく想定されるのは、おとり

捜査で組合内部の会議に入り込んで準備行為を行って、自分だけ自白して刑

を免除され、他の組合員を逮捕させてしまうということが使い方としてあり

得るのではないかと言われています。
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（3）テロ対策のための法律？
　3つ目のウソはテロ対策のための法律なのだということです。このテロ対

策のためというのがかなりの力を持って世論に影響しています。世論は今、

 拮抗 はしていますが、やはりテロ対策と言われてしまうとそれはいいよねと
きっこう

いう世論がどうしても広がっていって、それが今の運動の一つの課題という

か、まだ広がり切れていないところなのではないかと思います。しかしテロ

対策というのは全くのウソです。

虚 テロに全く関係がない話し合いが対象

　例えばということで、これも国会で議論になりました。キノコ狩りの話で

す。老人会でキノコ狩りの企画を相談して、その候補地の1つが国の指定す

る保安林であったことが後から分かって、そこはまずいということで保安林

以外の場所で企画を実施した場合でも、これは保安林での森林窃盗の計画を

したということで処罰されるおそれがあります。

　これについて4月17日に衆議院の委員会で民進党の山尾志桜里議員が、

「保安林でキノコを採ることもテロの資金源になるのか」と言ったところ、金

田法務大臣は、「組織的犯罪集団が組織の維持・運営に必要な資金を得るため

に計画することが現実的に想定される」という答弁をしています。キノコで

テロ資金を稼ごうなどというテロ組織は非常にのんきだとは思います。私の

親戚は家族でキノコ工場をやっているのですが、巨大な工場でキノコを育て

ています。キノコなどというのは、それだけたくさん作らないとなかなか家

計をまかなうだけの収入は得られません。キノコ狩りでテロ資金にするなど

ということはおよそあり得ません。マツタケをたくさん採るという話だと若

干違うのかもしれませんが、こういう現実的にはおよそあり得ないことを国

会という公式の場で言ってしまうということです。

　あと、やはり労働組合にどう関わるかというのも今日の皆さんの関心事だ

とは思いますが、労働組合の組合員が団体交渉で、社長が要求に応じるまで

は帰さないという覚悟で交渉に臨むことは当然あります。闘っている組合で

あればそういう話し合いは当然執行委員会などですると思います。会議室を
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予約したという準備行為をしただけで、組織的監禁の共謀罪で摘発されるお

それがあります。さらに、労働組合が会社を非難するようなチラシをまく場

合も当然あると思いますが、組織的信用 毀損 の共謀という、チラシを作った
きそん

だけで、まいていなくても作った段階で摘発されるおそれがあります。他に

も例がたくさんありますが一部をご紹介します。

煙 PTAで、給食費の無償化を実現するため議員に対し各自一斉にファッ

　クスをおくることを話し合っただけでも組織的偽計業務妨害の共謀罪で

　摘発されるおそれ。

煙 高層マンション建設に反対するという住民が、建設会社の門前で宣伝を

　行ったり、ロビーで座り込みを行うことを計画しチラシ用の紙を購入し

　ただけで、組織的信用毀損、組織的威力業務妨害の共謀罪で摘発される

　おそれ。

煙 勤務する会社が不正を行っていることを知り、告発のために会社の営業

　秘密が記載された資料を持ち出すことを信頼できる同僚と計画して記録

　の保管庫に入ったが、怖くなってやめた場合でも、不正競争防止法違反

　の共謀罪で摘発されるおそれ。

煙 新聞社の社内会議で、汚職の疑惑のある政治家に対して、行く手を実力

　で阻んででも食らいついてコメントをもらうことで合意したが、実際に

　はSPに阻まれてコメントは取れなかった時でも、組織的強要罪の共謀

　罪で摘発されるおそれ。

煙 消費者団体の会議で、悪徳業者の広告を掲載している雑誌の不買運動に

　よって圧力をかけることを計画し、資料のため掲載雑誌を購入しただけ

　で、組織的信用毀損の共謀罪で摘発されるおそれ。

煙 労働組合の学習会で雑誌の中の特集記事をコピーして配布することを話

　し合い、雑誌を購入すると、著作権法違反の共謀罪で摘発されるおそれ。

煙 アパレル会社の会議で、ライバル社の売れ筋のブランドものジャケット

　とそっくりのジャケットを販売することを決定して生地を仕入れただけ

　で、商標法違反の共謀罪で摘発されるおそれ。

煙 会社の経理部が、税金を安くする方法がないか顧問税理士に相談しただ
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　けで、法人税法違反の共謀罪で摘発されるおそれ。

　これらのように、組織的な信用毀損や不正競争防止法違反の共謀や組織的

強要の共謀、組織的信用毀損の共謀などで、計画段階で何もやっていなくて

も摘発されるおそれがあります。準備行為が認定されてしまうと、計画が中

止になって実際には何もやっていないということであっても処罰は可能とい

う答弁書が閣議決定されています。

　労働組合というのはそもそも数の威力というか、性質上集団の力で使用者

に要求をのませるという団体です。それ自体が威力によって、場合によって

は業務を妨害するということもあります。街頭で宣伝したり、社前行動をし

たりするといういわゆる業務妨害的なことはありますが、そういう行動は、

正当な組合活動であれば憲法上保障されていますので、皆さんは自由にそう

いうことを行っています。

　正当な組合活動かどうかは実際にやってみて分かる話で、やった上で相当

性がない、あまりに異常な活動をしてしまうと、それはもちろん犯罪になっ

てしまう危険性は当然あります。もちろんそうならないように労働組合の皆

さんは議論したり、顧問弁護士にこのビラをまいていいかなどと相談したり

するわけですが、何もしないうちから、そういうことをするのではないかと

いう疑いで摘発できてしまうのがこの共謀罪の恐ろしさなのです。

　私もいろいろな労働組合から、このビラをまいていいかどうかというのも

よく相談されます。これが後に、名誉毀損などで会社から問題とされないか

ということを聞かれることもあります。なるべくそこをうまく回避できるよ

うな書き方で、かつ効果的な書き方というのを工夫するわけですが、そうい

う相談自体も信用毀損の共謀だということで捜査の対象、摘発の対象になっ

てしまいます。議論そのものができなくなる、ということです。顧問弁護士

に相談すること自体にリスクが出てきますので、弁護士に相談するのをやめ

ようかみたいな話になってしまいかねません。萎縮効果というのは当然生じ

てくるだろうと思います。

　テロの対策と言っていながら、テロと全然関係ない犯罪類型が対象になっ
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ています。ここはぜひ皆さん押さえておいてください。特に、組合にも影響

しますので、税法や著作権など全然関係ないものが含まれているということ

など、街頭宣伝や組合員に話すときにご紹介いただければと思います。

許 条約批准のために共謀罪は不要

　次に、条約批准のためということを政府はしきりに言っています。国際組

織犯罪防止条約（TOC条約。別名パレルモ条約）というのがあります。これ

を批准するためにテロ等準備罪が必要なのだということを1つの論拠にして

いますが、これも全くのウソです。

　ウソを裏付ける5つのfact（事実）を書きました。この5つで政府の言い

分は全て論破できているはずです。

【ウソを裏付ける5つのfact（事実）】

苑 TOC条約そのものに自国の国内法の基本原則に従って必要な措置を取

　ると記載されていて、共謀罪の創設を義務付けているわけではありませ

　ん。　実際にいずれも設けないで条約を批准した国も多いし、既に187カ

　国が批准していて、共謀罪を新設したのはノルウェー、ブルガリアの2つ

　だけです。2012年の国連文書でも、カナダやフランスなどの立法例が示

　され必ずしも条約どおりにやらなくてもいいと紹介されています。

薗 TOC条約に関する国連の立法ガイドにも、共謀罪を使わなくてもいい

　という記載があります。

遠 国連の立法ガイドには、そもそもTOC条約はテロリストグループや暴

　動グループを対象としたものではないと説明されています。

鉛 日本政府自身が2000年の時点で「テロリズムについてはこの条約の対象

　とすべきではない」と主張しています。いま180度見解を変えて、この

　条約はテロ対策のためだと言い始めているということです。

鴛 既に2003年、14年前にTOC条約は国会の議論を経て承認が下りていま

　す。あとは政府が批准書を出せば締結できます。そこに何の支障もあり

　ません。それをただ政府はやっていないだけです。ですので、共謀罪を
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　作らないと締結できないなどというのは手続き上でも全くのウソです。

　この5つの事実を知っていただいて押さえていただくと政府のウソが分か

ると思います。今の政権は、ウソでも100回言えば通るというスタンスでウ

ソを本当のように流しています。トランプさんなどもそうですが、今世界的

に「ポストトゥルース」という風潮があって、日本もそのトレンドに乗って

ウソを平気でつくという政権になっています。

　日本は既に13の条約を批准しており（表2）、テロ対策のための条約は日

本としては、ほぼ全て締結しています。外務省HPには、テロ対策における

わが国外交の「3本柱」というのがあります。テロ対策の強化と中東の安定

と繁栄に向けた外交の強化と過激主義を生み出さない社会の構築支援。それ

なりにいいことは書いています。

　若者の失業対策や格差是正、教育支援、人的交流の拡充やASEANとの連

携、そうしたものが大事だと外務省自身が言っています。それに基づいてこ

ういうテロ防止関連条約を結んでいるということを書いています。それが外

務省のスタンスなのです。安倍政権は共謀罪がないとオリンピックも開けな

いぐらい危険な国なのだと日本のことを言っているわけですが、そうではあ

りません。こういう条約をきちんと締結しているではありませんか。

　先ほど航空連の報告にもありましたが、自衛隊を派遣すること自体がテロ

の標的になることです。本当にテロを防ぎたいのであれば、テロの標的にな

るようなことをしないということを政府としてきちんとスタンスを出さなけ

ればなりません。アメリカとは距離を置くとか、9条に基づく外交をするこ

と自体が一番のテロ対策だと思うのですが、肝心なことは一切せずに、テロ

対策と言っているということに、政権の非常に 欺瞞 的な部分が見えてきます。
ぎまん

　以上3つのウソということでご説明しました。組織的犯罪集団を対象とし

ているから一般市民は対象にならないというのはウソ。準備行為の要件があ

るから話し合っただけでは犯罪にならないというのもウソ。テロ対策のため

というのもウソ。この3つのウソをしっかり整理していただいて、ぜひ全然

関心のない一般の方にお話ししていただきたいと思います。
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 【表2】 日本が締結したテロ防止関連条約

出所：外務省HP「テロ防止関連諸条約について」http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/terro/kyoryoku_04.html
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（1）犯罪行為を行わなくても、「話し合い」だけで捜査・逮捕が可能に
　これまでの話でも若干申し上げましたが、やはり犯罪行為を行わなくても

話し合いだけで捜査、逮捕が可能になってしまうというのが大きな危険です。

目を付けられてしまえば、計画した疑いだけで捜索、差し押さえ、逮捕がさ

れる危険があるということです。計画した疑いということで話し合っただけ

で逮捕されるのであれば、思想・信条の自由、表現の自由、結社の自由の侵

害です。

　裁判所が令状を審査するから大丈夫などと金田法務大臣が言っていますが、

10万2,000件の逮捕状請求に対して却下は62件。却下率は0.06％です（2015

年度）。裁判所は令状についてはほとんど捜査機関の言いなりです。裁判所

自体が逮捕の必要があるかなどということを判断できないのです。当直の裁

判官のもとに、例えば夜中などに警察が来て、令状の許可を出せと言ってき

てせかされて、薄い記録をもとにして許可しなければならない。それを却下

するというのはよほど自信がないとできないわけです。

　令状審査は結構若い裁判官がやることも多いのですけれども、そこで却下

するというのはよほどのことがないとできないのです。捜索、差し押さえや

検証許可なども却下率は0.04％となっています。令状審査というのは本当に

名目で、実際には捜査機関が令状を請求すればそれを全部許可してしまうと

いうのが現在の裁判所の実態です。

（2）濫用の危険性＝プライバシーや結社の自由の侵害が常態化
虚 電話やメール、LINE、SNS、こういうものが日常的に監視

　共謀を立証するためには、当然共謀の計画があった段階から捜査を始めて

も無意味です。共謀が起きるだろうと予測して、その起きそうなところから

まず監視をしていかなければ、実際に計画が発生したというか、話し合われ

た段階を押さえられないので、事前の監視が必須になってきます。

　また、スパイも出てきますし密告による摘発、先ほど申し上げましたとお

 3. 共謀罪の何が危険なのか
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り労働組合の中に捜査官を送り込んで、会議で何かしらの計画があればすぐ

に密告して、自分は自首したということで刑を免れて労働組合の会議の参加

者を一網打尽にするということができてしまいます。共謀がありそうなとこ

ろを捜査機関が判断し、盗聴、監視を続けるということになってしまいます。

　そうはいっても、今テロ対策のためにある程度監視は必要ではないかとい

う世論もあまり無視できないくらいあると思います。それはあまり軽視して

はいけないと思います。一時は防犯カメラを設置すること自体に国民的な議

論がありましたが、今では当たり前のように防犯カメラがあって、あたかも

犯罪抑止に役立っているというような形で使われています。もちろん犯罪が

起きた後の犯人逮捕に防犯カメラが役立っているのは事実ですが、犯罪防止

に本当に役立っているかは実はあまり検証されていません。ただ、そういう

監視がやはり必要ではないかという議論はどうしてもあります。

　アメリカでは、今非常に監視社会が進んでいます。9・11以降、愛国者法

という法律、これ自体は、もう廃止されていますけれども、それによって

NSAという国家機関がメールや電話などの個人の通信の全ての情報を集約

することを可能にしています。しかし、情報の大量収集による分析が実際に

テロ攻撃を阻止したという成功例を政府は一件も提示できなかったというこ

とを、連邦裁判所の判事が判断しています。監視がテロを防いだという実証

はされていません。

　英国では、マンチェスターで自爆テロ事件が起きて、与党から共謀罪がや

はり必要だという論拠に使われています。実はイギリスは歴史的には古くか

ら共謀罪がある国ですが、共謀罪があってもこういうテロは防げないという

ことです。やはりこのテロをどのように防ぐかというのは、共謀罪など犯罪

を抑止する法律ではなくてもう少し根本的なものが必要だろうと言えるので

はないかと思います。高山佳奈子 京都大学教授（刑法）の「共謀罪発祥の地

とされる英国では多くの犯罪が共謀罪の対象になっていますが、テロを防げ

ませんでした。政治家が言っていることとは逆ですね」というコメントが中

日新聞の紙面に掲載されています。

　実際にこういう監視はテロを防げないだけではなく、プライバシーを監視
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するという政府の権力の維持のために使われているというのがスノーデンの

告発です。スノーデンの映画なども出ています。『シチズンフォー』というド

キュメンタリー映画などもあります。ぜひ皆さん、映画やそういうドキュメ

ンタリーを見ていただきたいです。

　NSAのメタデータ集積は非常に進んでいます。あらゆるデータを集積し

て、検索ワードに例えば「全大教」などの検索したいワードを入れれば、全

大教というワードが出てくる国内で流通しているメールを全て集積できると

いうのがNSAの今確立している情報網になっています。それを日本国内で

も連携して使えるようにしていこうとなってくるとは思います。そういう使

われ方をされていくだろうとスノーデンが警告をしています。

許 運動や団体の活動を弾圧する手段に

　おとり捜査などで、現在でも違法な監視、抑圧がされております。

　2017年4月12日に開催されました「日本労働弁護団4・12共謀罪反対集

会」で、自治労本部の執行委員竹内さんから、大分の隠しカメラ事件で、隠

しカメラが設置されていて別府警察に被害届を出したら別府警察が犯人だっ

たというお話がありました。これは、選挙違反があるはずだという見込みで

ずっと監視カメラを置いていたということです。警察は不適切捜査だとは認

めたわけですが、必要なかつ相当の範囲で監視するということはいまだに否

定していません。こういう監視はより一層行われるようになる可能性があり

ます。

　また、自立労働組合連合書記長の藤原さんの発言も印象的でした。これは

組合員が逮捕された事件ですけれども、実行委員が公共施設の会議室を借り

る際に構成団体である労働組合名で借りて割引制度を利用したのが詐欺だと

いうことで、詐欺罪で逮捕されました。

　労働組合だと割引ができるというところだったらしいのですが、こういう

のは結構皆さんやりそうですよね。やりそうですよねというか、一番有利な

条件で会場を借りるというのは当然お金がないのでやるわけですが、それを

詐欺だということで立件するのです。不起訴にはなっていますが、これは共
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謀罪でも犯罪類型で組織的詐欺が対象になっています。これは実際に借りた

ら詐欺で逮捕されたということですが、会場を借りようかと相談をしただけ

で今度は共謀罪で逮捕されるという、どんどん前倒しで捜査されてしまう危

険があるということだと思います。

　共謀罪法案に反対する法律家団体連絡会が作成（2017年5月9日）した

「だから私たちは共謀罪に反対する！今も行われている市民監視の実態　事

例集」（http://www.jlaf.jp/html/menu2/2017/20170511131609_5.pdf）をぜひ

読んでほしいのですが、先ほどの大分の別府警察署による盗撮事件の他にも、

大垣の警察市民監視事件もあります。これは企業と警察が一緒になって市民

監視をしていたという事件です。また、イスラム教徒というだけで情報を集

積されていた事件、自衛隊の国民監視の実態、マンション建設に反対した運

動で逮捕された事件、倉敷民商の事件などが例として挙げられています。

　皆さんの組合にも密接に関わるいろいろな活動が現時点でも捜査の対象と

なり人が逮捕されている、また公安警察が監視しているという状況で、さら

に共謀罪といういわばフリーハンドのようなものを公安警察に与えたらどう

なるかということを具体的にイメージできるのではないかと思います。

倍政権の狙いは皆さんも十分感じていらっしゃることだと思います。

異論を排除し、治安体制を強化するための共謀罪です。情報統制と国

民監視。秘密保護法というのもあって、安保法もあります。その中で秘密保

護法も情報統制の一環だったわけですが、今回の共謀罪もやはり情報統制と

国民監視の実現のためのものでしょう。都合の悪い運動や言動の抑圧が非常

に必要な段階に来ている、むしろ逆に言えば、こちらがかなり運動を強めて

押している情勢だからこそという点もあると思います。

　戦争反対、原発反対、沖縄基地の建設反対、あとは最近でいえば加計学園

の疑惑や森友学園の疑惑。国民が政府のやり方はおかしいと声を上げること

安

 4. いま、なぜ共謀罪なのか…　安倍政権の狙い
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が政府からすれば治安を乱すということで、こういう話し合いを監視、抑圧

して政権を維持するところに本質的な狙いがあると思います。

　治安維持法の実際の弾圧の例として、戦前の長野でおきた2・4事件とい

うのがあります。新しい教育実践や労働組合に参加していた、全然共産党と

は関係ない若者、平均年齢26歳の青年教師が教員赤化事件ということで弾

圧されたということがありました。

　治安維持法制定当時、政府は「労働者が労働運動をするのに拘束を受ける

と信じている者があります。甚だしき誤解です。善良な国民に対して何ら刺

激を与えるものではありません」と今と同じような説明を治安維持法のとき

もしていました。治安維持法のときは今からすると暗黒の日本だったのかな

と思われがちですが、この問題について帝国議会では結構議論がされていま

す。反対意見も国会議員から出ていますし、反対の世論もかなり出ていたよ

うです。労働者が労働運動をするのに拘束を受けるという異論も出ているわ

けですが、それを押し切って議会を通過させたという経過があります。そう

いう意味では今とそんなに状況としては変わりません。このときの歴史に学

ぶ必要があるだろうと思います。

謀罪は先ほど申し上げたとおり、憲法19条や21条など日本国憲法に

違反する違憲立法であると明確に言えます。仮に通ったとしても、そ

れは使えないような法律としてこちらは闘っていかなければいけない、違憲

のものであると闘っていかなければいけないと思います。違憲立法を使わせ

ないというスタンスが重要だと思います。

　今、大事な動きとしてあるのは国連プライバシー権に関する特別報告者で

あるジョセフ・ケナタッチさんが、深刻な懸念を表明する書簡を安倍首相宛

に送付（http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Privacy/OL_JPN.pdf）し、

国連のHPで公表しました。ケナタッチさんは、「権利への影響に関する情報

共

 おわりに
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の正確性について早まった判断をするつもりはありません」と述べ、この法

律が人権を侵害するようなものだというような結論はくだしていません。4

つの質問を日本政府に出しています。実はこの書簡の主眼はここにあります。

この質問に答えてほしいと。追加情報を教えてくださいと。違う点があった

ら教えてくださいという、基本的にはそういう質問状になっています。「要

請があれば、国際法秩序と適合するように、日本の現在審議中の法案及びそ

の他の既存の法律を改善するために、日本政府を支援するための専門知識と

助言を提供することを慎んでお受け致します」とも言っています。若干皮肉

が入っているような気がしなくもないのですが、国際法の専門家を派遣する

から必要があれば呼んでくれとまで言ってくれています。

　菅官房長官はこれに対して抗議をしています。質問に対して抗議というの

は、コミュニケーションとしては全く成立していません。本当に人権後進国

と笑われてもおかしくないような対応を日本政府はしています。質問された

ら答えるのが国際社会の一員としてのあるべき姿です。必要があれば国連の

専門家に来てくれと、テロ対策のためにいい共謀罪を作るためにぜひ来てく

れと言うのが政府としてすべき対応だと私は思います。ただ、そういうこと

をしないということは、本当に後ろめたいからだと言わざるを得ないと思い

ます。

　国連報告者について若干議論があります。これは個人が出したもので国連

の総意ではないみたいなことを菅官房長官は言っていますが、国連の報告者

というのは国連のスタッフがもちろんいろいろなチェックをするわけです。

これは1人で作れるような文書ではありません。日本の法律についてものす

ごく正確に書いて、中身について誤りが全くありません。慎重に日本の法制

度を調べて、隙がないように作られた書簡になっています。組織的に作られ

たということは読めば分かる話です。実際に国連の高等弁務官のホームペー

ジでこれが出ているということ自体、組織的なものだということは明らかだ

と思います。ですので、個人のものだ、みたいなことを言っているのは本当

に非常識な対応だと言わざるを得ないと思います。

　世論は拮抗しているということで、直近の朝日の世論調査では、衆議院の
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審議では十分ではなかったが6割になっています。安倍政権を支持する層で

も十分ではないというのは48％で半分近くに至っています。審議が十分

だったかどうかについては、法案に賛成という人でも拮抗しています。国会

の進め方が良くないというのも58％、成立は必要ないというのが57％とい

うことです。内閣支持層でも今国会成立の必要ないという回答が若干上回っ

ているということです。一方で若年層ほど法案に賛同する傾向がありました。

この朝日の調査では4割前後が賛成ということです。お年寄りの方などやは

り戦前の記憶が残っているほど反対と答えるということです。

　歴史認識の問題やこの法案についての正確な理解というのはなかなか、特

に40代以下にはまだまだ伝わっていないと、どう伝えていくかというのが

もう本当に喫緊の課題だと思いますし、皆さんにもぜひ若い組合員の方に、

今日の素材を活用して何とかいろいろな手段で伝えていっていただきたいと

思います。

　廃案にする運動は、この国の自由と民主主義を守る闘いだと思います。私

の好きな日本国憲法第12条にはこうあります。「憲法が国民に保障する自由

及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない」。

憲法は、不断の努力をしなければ権利は簡単に奪われてしまうということを

警告しています。憲法12条に記載されているのは国民としての責務という

か、努力しろという応援メッセージ、70年前の日本国民からのメッセージで

もあると思います。問題点を広げる取り組みをいろいろな形でしていただき

たいと思います。

　街頭宣伝などもうちの事務所でやっていますが、強行採決以降、かなり受

け取りが変わりましたよね。皆さんも経験していると思います。強行採決で

一気に関心が今高まっている情勢になっていますので、ぜひどんどん旺盛に

やっていただくということで。私も東京法律事務所のブログなどでこの共謀

罪の問題点をしつこく書いていますので、そういうものもぜひお読みいただ

いて、活用できるところは活用いただきたいと思います。

　以上で私のお話を終わります。ありがとうございました。（拍手）


